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2025年度・手話言語条例を考える行政担当者学習会 

参加申込用紙 

   申込締切：2026年１月９日（金） ※定員になり次第締め切り 

 

申込日：   年  月  日 

フリガナ ①  ②  

氏名 ①  ②  

出席日 

（ い ず れ

かに〇） 

１月 29日（木）   ・   １月 30日（金） 

自治体名  所属部署  

電 話  FAX  

E-mail ※必ずご記入ください。 

手話言語条例について □制定済（  年制定） □検討中（  年制定見込み） 

興味のある項目 

複数回答可 

□ 条例制定後の事業内容 □ 財源確保 

 

□ 条例制定後の変化   □ 関係者への説明・説得 

 

□ その他（                    ） 

手話施策推進法につい

ての質問 

 

 

 

 

備 考（※） 
 

 

※講義の受講にあたり必要となる配慮等がございましたら、ご記入ください。 

  ＜申込先＞ 

  一般財団法人全日本ろうあ連盟 手話言語法推進事業事務局（担当：内藤・西端） 

     〒162-0053 東京都新宿区原町 3-61 桂ビル２Ｆ 

TEL：03‐6302-1430 

FAX：03‐6302-1449 E-mail： info@jfd.or.jp  

mailto:info@jfd.or.jp

